
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
年
）
二
月
、
勃
発
し

た
日
露
戦
争
は
、
明
治
三
十
八
年
三
月
の
日
本
陸
軍

の
奉
天
占
領
、
同
五
月
の
日
本
海
海
戦
に
日
本
の
連

合
艦
隊
が
勝
利
、
更
に
は
樺
太
全
島
の
占
領
と
つ
づ

き
、
同
年
九
月
、
日
本
の
勝
利
の
う
ち
に
、
ア
メ
リ

カ
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
と
い
う
小
さ
な
町
で
日
露
講
和
会

議
が
開
か
れ
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
が
締
結
さ
れ
、
終

結
し
ま
し
た
。

こ
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
の
講
和
会
議
で
、
当
時
の
外

務
大
臣
、
小
村
寿
太
郎
が
全
権
代
表
と
し
て
交
渉
に

当
た
り
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
側
の
全
権
は
ウ
ィ
ッ
テ
と

い
う
切
れ
者
外
交
官
。
交
渉
は
難
航
し
ま
し
た
。
特

に
、
日
本
側
が
突
き
つ
け
た
、
樺
太
全
島
の
日
本
へ

の
移
譲
、
賠
償
金
十
五
億
円
の
要
求
を
、
ニ
コ
ラ
イ

皇
帝
が
頑
と
し
て
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

日
本
側
で
も
、
こ
の
交
渉
を
巡
っ
て
こ
の
条
件
を
断

固
勝
ち
取
る
べ
し
と
、
マ
ス
コ
ミ
も
国
民
も
こ
ぞ
っ

て
声
を
上
げ
て
い
た
た
め
、
簡
単
に
譲
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
争
で
、
日
本

は
戦
時
国
債
で
得
た
戦
費
十
七
億
円
を
投
入
し
、
ま

た
百
九
万
人
の
兵
員
を
動
員
し
て
お
り
、
勝
っ
た
と

は
い
え
、
と
て
も
戦
争
を
継
続
す
る
余
裕
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
小
村
は
、

桂
太
郎
首
相
と
協
議
、
結
局
、
ロ
シ
ア
は
日
本
に
樺

太
の
南
半
分
を
譲
る
こ
と
、
日
本
は
賠
償
要
求
は
し

な
い
、
と
の
妥
協
案
で
講
和
条
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

条
約
締
結
の
夜
、
宿
泊
し
て
い
た
ホ
テ
ル
の
一
室
か

ら
小
村
の
泣
き
声
が
漏
れ
聞
こ
え
て
い
ま
し
た
。
苦

渋
の
決
断
で
あ
っ
た
の
で
す
。

条
約
締
結
を
終
え
て
、
帰
国
し
た
小
村
を
迎
え
た

の
は
、
国
民
か
ら
の
罵
声
、“
屈
辱
講
和
を
結
ん
だ
小

村
を
斬
首
せ
よ
”
の
声
も
上
が
り
、
抗
議
の
一
団
が

お
し
か
け
、
自
宅
に
投
石
さ
れ
ま
し
た
、
首
相
官
邸
、

内
相
官
邸
、
警
察
な
ど
を
も
市
民
が
襲
撃
、
騒
擾
後

の
逮
捕
者
二
千
人
に
達
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
も
し
、

政
府
や
小
村
が
そ
れ
ら
の
条
件
に
固
執
し
、
交
渉
決

裂
と
な
れ
ば
戦
争
は
再
発
、
そ
の
後
の
結
果
が
ど
う

な
っ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
。

昭
和
二
十
年
八
月
、
太
平
洋
戦
争
が
終
結
し
ま
し

た
。
昭
和
二
十
六
年（
一
九
五
一
年
）九
月
、ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
の
提
唱
に
よ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で

第
二
次
世
界
大
戦
参
戦
国
五
十
二
カ
国
が
参
加
し
て
、

国
際
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。
日
本
か
ら
は
時
の
総

理
大
臣
吉
田
茂
が
、
全
権
代
表
と
し
て
出
席
し
、
交

渉
に
当
た
り
ま
し
た
。
講
和
条
約
は
米
国
の
原
案
を

中
心
に
議
論
さ
れ
ま
し
た
が
、
ソ
連
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

な
ど
の
共
産
圏
の
諸
国
が
こ
れ
に
反
対
し
、
対
立
し

て
い
ま
し
た
。

こ
の
講
和
会
議
を
巡
っ
て
国
内
の
世
論
も
二
分
し

ま
し
た
。
特
に
、
理
想
主
義
者
で
あ
っ
た
、
時
の
東

京
大
学
総
長
南
原
繁
は
、
米
英
だ
け
で
な
く
社
会
主

義
国
を
加
え
た
世
界
中
の
国
々
と
の
間
に
平
和
条
約

を
結
ぶ
べ
き
と
全
面
講
和
を
主
張
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
吉
田
は
、
米
英
等
西
側
諸
国
と
の
単
独
講

和
を
決
断
。
戦
後
の
米
ソ
冷
戦
構
造
の
到
来
を
読
み

き
っ
て
の
政
治
判
断
で
し
た
。
吉
田
は
、
南
原
繁
を

“
曲
学
阿
世
の
徒
”
と
談
じ
、
単
独
講
和
を
実
現
、
同

時
に
日
米
安
全
保
障
条
約
を
締
結
し
ま
す
。
さ
ら
に
、

今
日
の
自
衛
隊
の
前
身
で
あ
る
警
察
予
備
隊
を
発
足

さ
せ
、
一
九
五
四
年
に
は
自
衛
隊
を
創
設
し
ま
し
た
。

国
会
で
“
自
衛
隊
は
憲
法
九
条
に
違
反
す
る
”
と
の

野
党
の
非
難
に
対
し
、
吉
田
は
“
自
衛
隊
は
軍
隊
で

は
な
い
”
と
言
い
切
り
ま
す
。
こ
う
し
て
戦
後
の
、

日
本
の
平
和
、
社
会
的
繁
栄
の
基
礎
は
吉
田
の
政
治

決
断
に
よ
っ
て
築
か
れ
ま
し
た
。

昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
年
）
の
日
本
は
、
新

日
米
安
保
条
約
の
締
結
を
巡
っ
て
、
世
論
は
真
っ
二

つ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
終
戦
直
後
に
締
結
さ
れ
た

日
米
安
保
条
約
と
、
経
済
も
含
め
た
日
米
関
係
の
強

化
を
図
っ
て
、
時
の
岸
内
閣
は
、
強
行
に
そ
の
成
立

を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
五
月
十
九
日
、
衆
議
院
の

安
保
条
約
等
特
別
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、

国
会
周
辺
は
、
安
保
条
約
に
反
対
す
る
全
学
連
、
市

民
団
体
な
ど
十
万
人
と
も
言
わ
れ
る
人
々
が
取
り
囲

み
、
国
会
は
大
混
乱
に
陥
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
同

委
員
会
は
新
安
保
を
強
行
採
決
、
翌
日
の
本
会
議
で

可
決
、
通
過
さ
せ
ま
し
た
。
六
月
、
参
議
院
で
は
本

会
議
で
の
議
決
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
自
然
成
立
。

翌
月
、
岸
首
相
は
退
陣
、
内
閣
は
解
散
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
日
本
は
米
国
と
の
緊
密
な
連
携
の
も
と
、

経
済
発
展
を
遂
げ
、
世
界
第
二
の
経
済
大
国
に
成
長

し
て
ゆ
き
ま
す
。

今
、
国
会
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
審
議

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
民
主
政
権
が
掲
げ
た
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
財
源
の

裏
づ
け
の
な
い
バ
ラ
マ
キ
と
批
判
さ
れ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
の
強
行
は
、こ
の
国
を
財
政
的
な
破
綻
に
追
い
込
む
、

と
誰
も
が
心
配
し
て
い
ま
す
。
国
民
に
媚
び
る
だ
け
の

政
策
は
、
時
に
国
を
崩
壊
に
導
き
ま
す
。

　
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
は
、「
国
民
大
衆
の
考
え

を
尊
重
し
た
政
治
、
政
策
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で

す
が
、
政
治
は
、
国
民
を
守
る
た
め
に
、
ど
う
し
て

も
そ
の
国
民
の
意
思
に
は
そ
わ
な
い
決
断
も
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
が
あ
る
。
過
去
の
偉
大
な
政
治
家

た
ち
は
、
苦
渋
の
決
断
で
こ
の
国
を
救
い
、
ま
た
繁

栄
の
礎
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
国
政
の
一
角
に
あ
る

も
の
と
し
て
、
肝
に
銘
じ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

参
議
院
議
員

客
員
相
談
役

藤
井
　
基
之

”ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
“
に
背
を
向
け
る
と
い
う
こ
と

藤
ふじ

井
い

　基
も と ゆ き

之
●生年月日　昭和 22 年 3 月 16 日
●選 挙 区　参議院比例区
●当選回数　2 回
●出 生 地　岡山県岡山市
●趣 　 味　音楽・読書
●個人ホームページ
　　　　　　http://www.mfujii.gr.jp/
●そ の 他　薬学博士・薬剤師
●私の政治信条

私の政策の柱は A（エイジフリー）B（バリアフ
リー）D（ドラッグフリー：薬物乱用のない社会）
社会創りです。
高齢者も、障害を持つ方も、国民誰もが安心し
て暮らし、元気で生活を送ることのできる長寿
社会を創るために何が必要か、を政治活動の根
底においています。
好きな言葉「昨日の夢は、今日の希望、そして
明日の現実」

●活動報告
参院議員厚生労働委員会理事として、食品安全
確保のための食品衛生法改正、健康増進法改正、
薬事法改正、薬剤師法改正、クリーニング業法
改正、国民年金法改正等に関与。

●経歴
昭和 37 年　岡山大学教育学部付属中学校卒業
昭和 40 年　岡山県立岡山操山高等学校卒業
昭和 44 年　東京大学薬学部薬学科卒業
昭和 44 年　厚生省入省
平成  9 年　厚生省退官
平成 9 年　財団法人 ヒューマンサイエンス
　　　　　　　　　　　　振興財団 専務理事
平成 12 年　日本薬剤師連盟 副会長
　　　　　　社団法人 日本薬剤師会 常務理事
平成 13 年　参議院議員（１期目）
平成 16 年　厚生労働大臣政務官
　　　　　　（平成16年9月〜平成17 年11月）
平成 19 年　日本薬剤師連盟 顧問
平成 22 年　参議院議員（２期目）

●その他
慶應義塾大学薬学部　客員教授
昭和大学薬学部　　　客員教授
東邦大学薬学部　　　客員教授
新潟薬科大学　　　　客員教授
京都薬科大学　　　　客員教授
近畿大学薬学部　　　客員教授
千葉大学薬学部　　　非常勤講師
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